
 

 

要 望 書 
 

  

全国市議会議長会は、平成２１年度建設運輸対策に

ついて別紙のとおり議決いたしましたので、政府並び

に国会におかれましては、特段のご配慮を賜りますよ

う強く要望いたします。 

 

平成２０年１１月 

 
 
 
 
 
 

全 国 市 議 会 議 長 会 
会  長    藤 田  之 

（広島市議会議長） 
 

全国市議会議長会建設運輸委員会 
委 員 長  木 村 正 義   

（渋谷区議会議長） 
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１．自然災害対策の推進について 

 

平成２０年６月１４日に発生した岩手・宮城内陸地震や局

地的集中豪雨など自然災害が相次ぐ中、住民が安心して生活

できる地域を実現するため、大規模な自然災害対策の更なる

充実・強化が急務の課題である。 

よって、国におかれては、下記事項を実現されるよう強く

要望する。 

記 

 

１．地震・津波対策について 

（１）地震防災対策の各法律に基づく地震・津波対策につい

て、各種施策の早期具現化を図るとともに、財政措置な

ど支援制度の拡充強化を図ること。 

（２）災害発生時において、迅速な情報収集・提供を図る防

災無線のデジタル化など各種情報通信手段の整備に係

る財政支援を拡充するとともに、避難所等となる公共施

設や緊急輸送の役割を担う道路、空港、港湾等の耐震化

をより一層推進すること。 

（３）住宅・建築物等の耐震診断及び耐震改修に係る財政支

援制度の更なる拡充を図るとともに、倒壊のおそれがあ
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る建物の取り壊しに対する支援措置等きめ細かい防災

対策を実施すること。 

 

２．治水対策について 

（１）集中豪雨の頻発や台風被害を踏まえ、災害に対する安

全度を確実かつ早期に向上させるため、ハード・ソフト

の連携による効率的かつ重点的な水害・土砂災害対策を

図るとともに、必要な予算を確保すること。 

また、土砂災害危険箇所等に立地する避難場所等につ

いては早急な対策を講じること。 

（２）「豪雨災害対策緊急アクションプラン」に基づく各種

施策の早期具現化を図ること。 

（３）急傾斜地崩壊対策事業の着実な推進を図るため、必要

な予算を確保すること。 

 

３．雪害対策について 

（１）冬期の道路交通の確保のため、道路の除雪・防雪・凍

雪害防止事業を推進するとともに、豪雪時の除排雪経費

等の急増に対して、財政措置の充実強化を図ること。 

（２）豪雪地帯における安全・安心な地域づくりに資するた

め、克雪住宅の普及を図るとともに、福祉施策と連携し

た冬期居住施設等の整備促進を図ること。 
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４．災害復興支援について 

（１）「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」に基

づく支援を積極的に推進するとともに、被害認定基準の

改善など運用面での整備を図ること。 

（２）災害救助法に基づく「住宅応急修理制度」については、

早期に同法から分離し、独自の制度として確立すること。 

（３）被災住宅の再建を支援する住宅再建共済制度を創設す

ること。 

（４）「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援

護資金について、要件の緩和を図ること。 

（５）災害復旧は国の責務であることから、国の負担割合を

現行の２分の１から引き上げること。 

（６）大規模自然災害発生時への自治体支援のために創設さ

れた緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ-ＦＯＲＣＥ）につい

て、被害拡大防止のための緊急対応体制・装備の充実強

化を図ること。 
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２．交通ネットワーク整備の推進について 

 

道路、鉄道、空港、港湾などの交通ネットワークは、住民

生活や地域の経済、社会、産業を支える最も重要な社会基盤

である。 

地域格差の是正及び均衡ある発展、さらには救急医療や災

害に備えるうえから、より一層の整備促進を図る必要がある。 

よって、国におかれては、下記事項を実現されるよう強く

要望する。 

記 

１．道路整備の促進について 

（１）道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方道路整

備臨時交付金を別枠として全額確保するとともに、立ち

遅れている地方の道路整備を確実に推進するため必要

な地方税、地方譲与税及び国庫補助金の財源総額を全額

保証すること。 

 

（２）高速自動車国道の整備計画区間については、早期完成

を図るとともに、高規格幹線道路網の早期実現を図るこ

と。 

（３）高速道路と一体となって道路交通体系を成す地域高規

格道路の整備を推進すること。 
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（４）一般国道の慢性的な交通混雑の解消等を図るため、バ

イパス、環状道路の整備や拡幅整備を促進すること。 

（５）高速道路の利便性向上及びネットワークの効率的活用

を図るため、弾力的な料金設定を行うとともに、スマー

トＩＣの整備を積極的に推進すること。 

また、救命救急医療における搬送時間の短縮を図るた

め、高速道路と病院を最短距離で結ぶ救急車退出路の設

置を促進すること。 

 

２．新幹線鉄道の整備促進について 

（１）基本計画については、早期に整備計画を決定し、全国

新幹線鉄道網の早期実現を図ること。 

（２）整備新幹線の未着工区間については、整備スケジュー

ルを明確化し、全線フル規格での一日も早い認可・着工

と早期完成を図ること。 

また、公共事業費の重点配分による建設財源を確保す

るとともに、地方負担に対する財政措置の充実強化を図

ること。 

（３）並行在来線の経営が成り立つよう、ＪＲから譲渡され

る鉄道資産については、その取得等に対する財政措置を

講じること。 
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（４）新幹線と在来線間の直通運転を可能とするフリーゲー

ジトレイン(軌間可変電車)の技術開発を推進すること。 

（５）超電導リニア（超電導磁気浮上式鉄道）の技術開発を

促進するとともに、リニア中央新幹線の早期実現を図る

こと。 

 

３．地域公共交通の活性化及び再生の推進について 

  地域公共交通の活性化・再生の取組について、必要な財

源を確保するとともに、税制上の特例措置や地方財政措置

などの各種支援の強化を行うこと。 

 

４．空港整備の推進について 

（１）一般空港等においては、滑走路の新設・延長等を推進

するとともに、既存施設の機能保持を図ること。 

（２）空港施設の安全確保及び周辺環境の保全に万全の対策

を講じること。 

（３）空港へ連絡する鉄道、道路の整備など空港への交通ア

クセス強化を図ること。 

（４）離島の航空輸送の維持確保を図るため、離島路線の拡

充強化、航空機の購入費・運航費等に対する財政措置の

充実を図るとともに、「離島空路整備法」（仮称）を制定

すること。 
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５．港湾整備等の推進について 

（１）国際競争力の強化や地域経済の活性化を支援するため、

国際港湾の機能強化、準国内物流システムの構築等、総

合的な物流基盤施設の整備を推進すること。 

（２）循環型社会の実現を図るため、広域的なリサイクル施

設の立地に対応したリサイクルポートなど港湾を核と

した静脈物流システムの構築や廃棄物海面処分場の整

備を促進すること。 

 

６．公共交通の総合的な安全対策について 

陸・海・空の公共交通における輸送の安全を確保し、事

故を未然に防止するため、自動車、鉄道、船舶、航空の各

分野において、安全管理の体制を構築するとともに、運輸

安全マネジメント評価など公共交通の総合的な安全対策

を一層推進すること。 
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３．都市基盤整備の推進について 

 

地域住民に快適で豊かな生活環境を提供する都市基盤の

整備は、安全性や利便性の観点から、計画的かつ着実な推進

が必要である。 

よって、国におかれては、下記事項を実現されるよう強く

要望する。 

記 

１．中心市街地活性化の推進について 

地域の中核を担う中心市街地の早期再興を図るため、

「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく中心市街地

活性化への取組について、制度要件の緩和、財政措置など

の各種支援の充実強化を図ること。 

 

２．下水道整備の推進について 

良好な住環境の整備に資する下水道の普及促進を図る

ため、普及が立ち遅れている地域の下水道整備を推進する

こと。 

また、構造面での耐震化を図るとともに、下水道施設等

を活用した浸水・積雪対策を推進すること。 
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３．都市公園等の整備推進について 

豊かな居住環境の形成を図るため、都市公園の整備、都

市緑化、緑地保全の推進及び機能の充実を図ること。 

 

４．情報通信施策について  

（１）地上デジタルテレビ放送の完全移行に伴い、新たに受

信設備の設置が必要となることから、低所得者に対する

視聴対策を講じること。 

また、辺地共聴施設のデジタル化改修等に対する支援

制度の拡充を図ること。 

（２）離島地域における情報格差解消のため、高度情報通信

ネットワーク環境の整備を図ること。 
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４．観光立国の推進について 

 

観光は、地域経済の活性化、地域の交流人口や雇用の拡大、

国際相互理解の促進など幅広い意義を持つことから、観光立

国の実現に向けた振興施策を推進する必要がある。 

よって、国におかれては、下記事項を実現されるよう強く

要望する。 

記 

１．「観光立国推進基本法」に基づく「観光立国推進基本計

画」の各種施策を積極的に推進すること。 

 

２．新たに策定された「観光圏の整備による観光旅客の来訪

及び滞在の促進に関する法律」に示された、国際競争力の

高い魅力ある観光地づくりを推進することで、地域の幅広

い産業の活性化や、交流人口の拡大による地域の発展を図

るための各種施策を一層充実すること。 

 

３．名所・旧跡に限ることなく、地域が持つ魅力を向上させ、

観光に活用する「一地域一観光」を推進すること。 
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